
③ 行政への相談・報告 

行動制限・身体拘束する場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政に相談・ 報告し

て、行動制限・身体拘束も含めた支援についての理解を得ることも重要です。 行動障害の

ある利用者支援の中で、事業所で様々な問題を事業所で抱え込んでしまうことがあります。

事業所で抱え込まないで、関係する機関と連携することで支援について様々な視点からの

アドバイスや情報を得ることができます。行政に相談・報告することで、支援困難な事例に

取り組んでいる実態を行政も把握できることになります。また行動改善の取り組みの進捗に

ついても定期的に報告することで、組織的な行動改善に向けた計画的に取り組みの推進を

図ることに繋がります。 

 

④ 必要な事項の記録 

また、身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の 状況並び

に緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。なお、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に

関する基準」では、以下のように定められているため、必要な記録がされていない場合は、

運営基準違反に問われる場合があります。 

 

３.身体拘束廃止に関する考え方 

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むもの

です。当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員

一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしな

い支援の実施に努めます。 身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下の

ことに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用者主体の行動・尊厳ある生活の確保に努めます。 

② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。 

③ 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じ 

た丁寧な対応をします。 

④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由を安易に妨げるような行動は行い 

ません。 

⑤ 安易に「やむを得ない」として拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返り 

ながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努めます。 

 


